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第１ 入札説明書の定義 

 

本入札説明書（以下「入札説明書」という。）は、神戸市営地下鉄における駅務機器遠

隔システム整備事業（以下「本事業」という。）に係る業務を実施する事業者を、総合評

価一般競争入札方式により選定するにあたり、参加要件のほか、技術提案に係る審査・評

価方法などの諸条件及び手続き等を定めるものである。 

 尚、この入札説明書は、「要求水準書」「落札者決定基準」「評価基準表」「提案書記

載要領」「神戸市交通局委託契約約款」「補足仕様書」「委託契約頭書」「様式集」と一

体のものである。（以下、この一体の書類を「入札説明書等」という。） 
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第２ 事業の概要 

 

１ 発注者 

神戸市交通事業管理者 

 

２ 公告 

令和７年７月９日 神戸市交通公告 

 

３ 事業名称 

神戸市営地下鉄における駅務機器遠隔システム整備事業 

 

４ 事業目的 

   将来的に懸念されている職員の大量退職や就労人口の減少等により駅係員の配置人

員が不足することが考えられる。駅係員が不足することによるお客様サービスの低下

を招かないよう駅係員支援のためのオペレーションセンターを構築し、遠隔でのサー

ビスが出来るシステムの開発、設置を行う。 

オペレーションセンターから西神・山手線及び海岸線の全駅の駅務機器類（自動出札

装置、自動改札装置）の遠隔操作及びインターホンによる接客案内業務を実現する装置、

カメラによる遠隔監視装置のシステム全般を構築し、現在、駅係員が行なっている各業

務について遠隔支援をスムーズに行ない、誰もが使い易い駅務機器遠隔システムを整

備し持続的な駅業務の運営を目的とする。 

    

５ 事業内容 

選定された事業者（以下「選定事業者」という。）は、次の業務を行うものとする。 

（１）設計業務 

（２）構築業務 

（３）その他本事業実施に必要な業務 

 

６ 事業の対象施設   

 対象施設は、西神・山手線及び海岸線の全駅、名谷業務ビル、三宮駅定期券発売所及

び御崎 Uビルとする。 

 

７ 事業期間 

本事業の事業期間は、契約締結日の翌日から、令和 10年３月 31日までとする。 

 

８ 事業方式 

本事業は、対象となる施設における駅務機器遠隔システム整備に伴い、設計・構築業

務等を、事業期間を通して一括して事業者に委託する総合評価一般入札方式により実

施する。 

  



 

3 

 

９ 事業の仕様等 

  別紙、要求水準書による。 
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第３ 応募に関する条件 

１ 入札参加者の全体構成 

（１）入札参加者の定義 

入札参加者の構成については、次のとおりとする。 

① 入札参加者は、交通局の求める事業を遂行することができる技術的能力、資

力、信用及び実績を有する単独の企業とする。 

② 入札参加者は、交通局の求める事業を遂行することができる技術的能力、資

力、信用及び実績を有する共同企業体を結成して参加することも可能とする。 

③ 入札参加者は、参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参

加表明書等」という。）の提出時に共同企業体の構成企業について明らかに

することとする。 

④ 入札参加者の共同企業体の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただ

し、交通局がやむを得ないと判断した場合、代表企業を除き、変更すること

ができるものとする。 

 

（２）代表者の選定 

① 共同企業体である入札参加者は、構成企業の中からあらかじめ代表者を定め、

参加表明書等にて明らかにすること。 

② 代表者は、入札参加手続きや落札者となった場合の契約協議等、交通局との

調整・協議等における窓口役を担うものとする。なお、単独の企業及び共同

企業体の構成企業が負担する責任の詳細な内容については、提案書で明らか

にすること。 

 

（３）その他 

① 入札参加者の共同企業体の構成企業は、他の入札参加者の共同企業体の構成

企業にはなることができないものとする。 

② 選定された単独の企業および共同企業体は、選定後、速やかに交通局と契約

締結に向けた協議を行うものとする。 

 

２ 入札参加者の参加資格要件 

（１）入札参加者の共通参加資格要件 

入札参加の単独の企業、または、共同企業体の代表者は、次の要件を満たす者と

する。 

・日本鉄道サイバネティクス協議会 B会員であること。 

 入札参加の単独の企業および共同企業体の構成企業は、次のいずれにも該当し

ない者とする。 

① 市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者

の決定までの期間）。 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）
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第２条第２号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する

企業若しくは実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者。 

③ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する

者。又はその者を代理人、支配人その他使用人若しくは代理人として使用す

る者。 

④ 旧会社更生法（昭和 27年法律第 172号）第 30条第１項若しくは第２項又は

会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項若しくは第２項の規定

に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている

者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

⑤ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第１項又は第２項の規定に基

づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。た

だし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

⑥ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87

号）第 64条による改正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第１項

の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告が

なされている者。 

⑦ 旧破産法（大正 11年法律第 71号）又は破産法（平成 16年法律第 75号）に

基づき破産の申立て、又は旧和議法（大正 11年法律第 72号）に基づき和議

開始の申立てがなされている者。 

 

（２）単独の企業および共同企業体以外の企業への再委託 

① 単独の企業および共同企業体は、業務の一部に限って、単独の企業および共

同企業体以外の企業に再委託する、又は請け負わせることができるものとし、

業務の全部を再委託する、又は請け負わせることができないものとする。単

独の企業および共同企業体以外の企業に業務の一部を再委託し、又は請け負

わせようとする場合には事前に交通局の承諾を得るものとする。 

② 単独の企業および共同企業体は、他の入札参加者を再委託先として選定でき

ないものとする。 

③ 下請け施工を必要とする場合は、可能な限り神戸市内に本社を置く事業者に

発注するよう、十分配慮すること。 

 

（３）参加表明書等の受付日以降の取扱い 

参加資格を有すると認められた入札参加者の単独の企業および共同企業体が、

参加表明書等の受付日以降に参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応

は次のとおりとする。 

① 参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に、入札参加者の単独の企

業および共同企業体の構成企業に参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、

当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格とする。ただし、入札参加

者の申し出により、交通局がやむを得ないと認め、承諾した場合に限り、参

加資格要件を欠く構成企業（ただし、代表企業を除く。）の変更ができるもの
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とする。 

② 落札者決定時から事業契約締結日までの間に、入札参加者の単独の企業およ

び共同企業体の構成企業に参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、交通

局は当該単独の企業および共同企業体の構成企業を含む入札参加者と契約を

締結しないことができるものとする。ただし、入札参加者の申し出により、

交通局がやむを得ないと認め、承諾した場合に限り、参加資格要件を欠く 

構成企業（ただし、代表企業を除く。）の変更ができるものとし、交通局は変

更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。 

 

３ 応募に関する留意事項 

（１）入札説明書等の承諾 

入札参加者は、事業提案書類等の提出をもって、入札説明書等（入札説明書の他

に「要求水準書」「落札者決定基準」、「契約約款」、「様式集」を含む。）の記載内容

を承諾したものとする。 

 

（２）費用負担 

入札の参加に関し必要な費用は、入札参加者の負担とする。 

 

（３）提出書類の取扱い・著作権 

提出書類の著作権は、入札参加者に帰属するものとする。ただし、交通局は本事

業の公表時及びその他交通局が必要と判断した場合には、無償で使用できることと

する。また、選定事業者以外の提案については、本事業の公表以外の目的には使用

しない。なお、提出を受けた書類は返却しない。 

 

（４）交通局からの提示資料の取扱い 

交通局が提供する資料を応募に際しての検討以外の目的で使用することは禁止

する。 

 

（５）入札参加者の複数提案の禁止 

入札参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

 

（６）提出書類の変更等の禁止 

提出書類の変更、差し替え及び再提出は、交通局から指示する場合を除き認めな

い。 

 

（７）使用言語及び単位、時刻 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51号）に

定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 
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４ 選定方法及びスケジュールについて 

（１）事業者の募集及び選定の方法 

事業者の募集及び選定にあたっては、透明性・公平性及び競争性の確保に配慮し

た上で、本事業に係る入札価格及び提案内容等を総合的に評価するものとし、総合

評価一般競争入札方式を採用する。 

 

（２）募集及び選定のスケジュール 

事業者の募集及び選定は、次のスケジュールにより行う。なお、スケジュールに

変更があった場合には、速やかに交通局ホームページにて公表する。交通局ホーム

ページのアドレスは、入札説明書末に記載の「情報公開及び情報提供」を参照する

こと。（以下、同様とする。） 

 

５ 応募手続き等 

（１）入札説明書等の公表 

交通局は、交通局ホームページにおいて入札説明書等を公表する。なお、スケジ

ュールや方法に変更があった場合には、速やかに交通局ホームページにて公表す

る。 

 

（２）現地見学会の実施  

応募しようとする事業者を対象に、現地見学の機会を設ける。 

現地見学会では、駅務機器遠隔システムを整備する事務所や駅を説明する。 

現地見学の手続き及び留意事項等は下記による。現地見学会のスケジュールや方

法に変更があった場合には、速やかに交通局ホームページにて公表する。 

①  実施日時 

現地見学会：令和７年７月 17日（木）予定  

日  程 内  容 

令和７年７月９日(水) 入札の公告及び入札説明書等の公表 

７月９日(水)～７月 15日(火) 現地見学会参加登録 

７月 17日(木)、７月 18日(金) 現地見学会 

７月９日(水）～７月 23日(水) 入札説明書等に関する質問等の受付 

８月 1日(金)予定 入札説明書等に関する質問等に対する回答 

８月４日(月)～８月７日(木) 参加表明書等の受付 

８月８日(金)予定 入札参加資格審査結果の通知 

10月 20日(月)～10月 24日(金) 入札書等及び事業提案書類等の受付 

11月５日(水)まで 提案書に関する質問の送付 

11月５日(水)～11月 12日(水) 提案書に関する質問に対する回答 

11月中旬 評価委員会・審査 

11月中旬予定 落札者の決定 

11月下旬予定 契約締結 
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            令和７年７月 18日（金）予定  

②  実施場所：現地見学会の場所は、追って連絡する。 

③ 参加人数：２名以内（応募を想定する１グループにつき） 

④ 申込方法：申込時点で入札参加を予定している事業者単位で「現地見学会参加

申込書」（様式集 様式０－１）により電子メールで申し込むこと。受付後、時

間等調整のうえ、７月 15日（火）以降に交通局担当者より詳細を連絡する。 

⑤ 申込期限：令和７年７月 15日（火）17時 

 ※上記日程での実施を基本とするが、申込期限を過ぎた場合でも、７月中での

実施に限り個別に日程を調整する。その場合は希望日（複数日）を下記メール

アドレスに連絡すること。 

 

 ⑥ 留意事項  

・現地見学会当日は資料を配付しないため、各参加者において持参すること。 

・見学には社員証等を提示のうえ入場すること。また、参加者の名刺を１枚持

参すること。なお、参加者の外見や持ち物から事業者名が特定できないよう

留意すること。 

・駅構内及びその周辺は禁煙である。駅構内では駅ご利用のお客様、交通局職

員等に支障のないよう留意すること。 

・会場には現地見学会用の駐車場を設けないため、近隣駐車場もしくは公共交

通機関を利用すること。 

・本事業に関連する施設のカメラ等による撮影は可能とするが、地下鉄利用者

が特定されるような撮影は行わないこと。また、撮影した写真等は本事業以

外には利用しないこと。 

・現地見学における交通局職員の説明は、駅内の施設、設備、敷地等の案内に

関する事項のみとする。また、当該交通局職員の発言は、本事業における個

別の事業条件を規定し、又は許可するものではない。 

    

（３）入札説明書等に関する質問の受付、質問及び回答の公表 

入札説明書等に記載の内容に関して、質問を下記により受け付ける。 

① 受付期間：令和７年７月９日（水）～令和７年７月 23日（水） 17時 

② 提出方法：質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に関する質問書」（様式

集 様式１－１）により電子メールで提出すること。 

③ 回答方法：令和７年８月１日（金）頃に電子メールで回答する。 

≪申込先≫ 

・担当  神戸市交通局高速鉄道部運輸課 

・E-mail eki_enkaku@city.kobe.lg.jp  

・メールタイトル：「神戸市営地下鉄における駅務機器遠隔システム整備事業現地見学会参加

登録申込」 

※必ず明記すること 
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（４）入札参加表明書等の受付 

本事業への入札参加希望者は、入札参加表明書の受付に併せて、参加資格を満た

すことを証明するための書類を提出し、参加資格の有無について交通局の確認を受

けなければならない。なお、提出する書類の詳細は様式集（Ｐ８～Ｐ１８）を確認

すること。 

① 受付期間：令和７年８月４日（月）～令和７年８月７日（木） 17時必着 

② 提出方法：郵送により提出すること。 

配達証明等記録を残すこと。 

 

（５）資格確認通知書の発送 

交通局は、資格審査（第一次審査）として、参加資格確認基準日（参加資格確

認通知日）をもって、入札参加希望者から提出された資格確認申請書類により参

加資格の有無について確認を行う。 

交通局は、資格審査を行った結果を入札参加希望者に通知する。なお、資格審

査の結果、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、通知を受けた日から

７日以内に、交通局に対してその理由について書面（様式集 様式２－６）によ

り説明を求めることができる。交通局は、説明を求めた者に対し、原則として申

立期限の翌日から起算して 10日以内に書面により回答する。 

 

（６）入札書等及び事業提案書類等の受付 

入札参加者は、「入札書」及び「入札金額内訳書」等（以下「入札書等」とい

う。）を除く事業実施に関する提案書及びその他関連書類等（以下「事業提案書

類等」という。）を次の要領により交通局に提出する。また、入札書等について

は、入札価格の確認時に持参する。入札書等及び事業提案書類等の作成方法につ

いては、様式集（Ｐ２０～Ｐ２３）に従うこと。 

入札参加者から提出された入札書等及び事業提案書類等に疑義がある場合に

≪受付先≫ 

・担当  神戸市交通局高速鉄道部運輸課 

・E-mail eki_enkaku@city.kobe.lg.jp   

・メールタイトル：「神戸市営地下鉄における駅務機器遠隔システム整備事業 質問

書」 

※必ず明記すること 

≪提出先≫ 

・担当  神戸市交通局高速鉄道部運輸課 

・住所  〒654-0154 神戸市須磨区中落合２－３－１（名谷業務ビル２階） 

・電話  078-791-1465   

・表に「神戸市営地下鉄における駅務機器遠隔システム整備事業 入札参加」 

※必ず朱書きすること 
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は、入札参加者に対して内容の確認及び追加資料の提出等を求める場合があるほ

か、入札参加者に対して個別のヒアリングを行って確認する場合がある。また、

入札参加者への確認結果及びヒアリングにおける回答内容等は、事業提案書類等

における提案内容と同様の扱いとし、本事業の契約上の拘束力を有するものとし

て扱う。 

     ① 事業提案書類等の提出方法 

ア 受付期間：令和７年 10月 20日（月）～令和７年 10月 24日（金）15時 

イ 提出方法：持参または郵送により提出すること。 

但し、郵送の場合は、配達証明等記録を残すこと。 

 

     ② 入札価格の確認 

入札書の入札価格の確認は、以下の確認日時に、原則として、入札参加者

又はその代理人の立会の上、行うものとする。なお、当該入札では、入札参

加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価格を超えて

いる場合は、その入札参加者は失格とする。この際に、入札価格の確認の場

で入札参加者の入札価格の公表は行わない。 

ア 確認日時：令和７年 10月 24日（金）15時 

イ 確認場所：神戸市交通局 名谷業務ビル３階会議室 

ウ 持参書類：入札書等（様式集 様式４－１、２、３） 

 

６ 入札にあたっての留意事項 

（１）一般的注意事項 

① 入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。    

② 入札金額の積算にあたっては、最低賃金法に規定する最低賃金額以上の賃金

を支払うことを踏まえた金額とすること。 

③ 入札金額の積算にあたり、各駅の環境構築にかかる費用については別紙「モデ

ル駅図面」を基準に算出した 1 コーナあたりの費用に 31 コーナを乗算した金

額とすること。 

④ 入札書等（様式集 様式４－１、４－２）は、封筒に入れ密封し、入札価格の確

認場所に持参すること。 

⑤ 応募には身分を証明できるものを携帯の上、代表企業のみが参加すること。な

お、代理人の場合には、「委任状（代理人）」（様式集 様式４-３）を併せて持参

すること。 

≪提出先≫ 

・担当  神戸市交通局高速鉄道部運輸課 

・住所  〒654-0154 神戸市須磨区中落合２－３－１（名谷業務ビル２階） 

・電話  078-791-1465   

・表に「神戸市営地下鉄における駅務機器遠隔システム整備事業 事業提案書在中」 

※必ず朱書きすること 
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⑥ 応募にあたっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号）」に違反する行為を行ってはならない。なお後日、不正な

行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることとする。 

 

（２）入札に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 入札参加表明書等提出後、入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成

企業を抱える入札参加者が行った入札 

② 入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札 

③ 参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札 

④ 委任状が提出されていない代理人の入札 

⑤ ２人以上の者が同一の者の代理をした入札 

⑥ 入札者が他の入札参加者の代理をした入札 

⑦ 入札者が談合した入札 

⑧ 記名押印を欠いた入札 

⑨ 入札金額を訂正した入札 

⑩ 入札金額又は事業名を欠いた、又は確認しがたい入札 

⑪ 誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札 

⑫ 電送及び電話による入札 

⑬ その他入札に関する条件に違反した、又は執行者の指示に従わなかった者の入札 

以下の場合、当該入札は失格とする。 

    ① 提案書の全部又は一部を提出しない場合及び提案書の提出枚数が、指定の枚

数を超過する場合 

② 提案書の全部又は一部に記載漏れがあり適正な評価ができない場合 

③ 提案書に虚偽の記載がある場合 

④ 評価項目にひとつでも欠格がある場合 

⑤ その他提案書に関して適正な評価ができない場合 

 

（３）予定価格 

予定価格は次のとおりとする。交通局の算定根拠は公表しない。 

６８０，０００千円（税抜） 

 

（４）入札辞退に関する提出書類 

参加資格の確認を受けた者が入札を辞退する場合は、「入札辞退届」（様式集 様

式３－５）を提出すること。提出方法、提出先は入札参加表明時に同じ。 

 

（５）入札に参加する者が１者である場合の措置 

入札に参加する者が１者であっても、入札を執行するものとする。 
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７ 提案内容説明会（プレゼンテーション及び質疑） 

 応募事業者からの提案内容の説明や当局からの質疑を行うため、提案内容説明会を実

施する。 

提案内容説明会は、11月中旬に行う評価委員会での実施とする。実施する場所、時間

については、後日詳細を伝える。 

８ 提案書に関する質問 

 （１）提案内容について分かりにくい部分を補足するため、本市から提案書に関する

質問を令和７年 11月５日（水）までに送付する。なお、回答の期日は令和７年 11月 12

日（水）までとする。 

（２）本市からの質問に対し、回答期日までに提出しないことで失格になることはない

が、説明不足等、評価上の不利益を受けることがある。なお、質問への回答書について

は、提案書と同様に正式な書類として取り扱うので留意すること。 
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第４ 落札者の選定 

 

１ 落札者の選定方法 

本事業は、入札手続において事業提案書類等の提出を求め、入札者の提示する技術、専

門的知識、創意工夫等と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般入札

方式の案件である。 

なお、本事業は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定若しくは包括的

な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の

協定の適用を受ける調達である。 

 

２ 審査の内容 

資格審査合格者より提出された入札書等及び事業提案書類等について、評価委員会によ

り落札者決定基準に基づき審査を行い、落札者を選定する。 

 

３ 審査項目 

審査項目は、落札者決定基準を参照すること。 

 

４ 審査結果及び評価公表 

交通局は、選定の結果について落札者の決定後に落札者及び審査結果等を、交通局ホー

ムページを通じて公表する。 

（１）落札者の公表 

交通局が落札者を決定した場合は、全ての入札参加者に対して当該参加者の合否を

書面にて通知するとともに、審査の結果は交通局ホームページを通じて公表する。 

 

（２）落札者の決定の無効 

神戸市交通局契約規程第 12条に定めるもののほか、入札参加資格確認申請書兼誓約

書及びその他の提出書類に虚偽の記載をした者が落札者として選定された場合には、

無効とする。 

 

（３）審査結果の公表 

落札者決定後に審査結果（全審査項目に関する定量評価点及び定性評価点）を公表

する。 

 

５ 事務局 

落札者選定に係る事務局は、次のとおりとする。 

神戸市交通局高速鉄道部運輸課 
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第５ 提示条件 

１ 事業フレーム 

（１）事業の遂行 

入札説明書等、事業提案書類等その他、交通局と選定事業者で合意した内容の業務

を確実に行うこと。 

 

（２）協議事項 

① 法制上及び税制上の措置に関する事項 

選定事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税

制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。 

② 財政上及び金融上の支援に関する事項 

選定事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けるこ

とができる可能性がある場合は、交通局はこれらの支援を選定事業者が受ける

ことができるよう努める。 

 

２ 交通局の支払いに関する事項 

（１）支払いについて 

交通局は、本事業に係る対価について、本事業の契約に基づき、選定事業者に支払う。

なお支払方法については、支払限度額を上限として年度毎の検査合格後、正規の請求書を

受理して３０日以内に支払う。また、当該会計年度の出来高予定額のうち 10 分の 3 以内の

額について前払いの請求を行うことができる。 

支払限度額および出来高予定額については、概ね下表のとおりとし契約書作成時に確定

する。 

年度 支払限度額 出来高予定額 

令和 7 年度 0 円 0 円 

令和 8 年度 契約金額の 3 割 契約金額の 3 分の１ 

令和 9 年度 残額 契約金額の 3 分の 2 

 

（２）価格の改定について 

①物価変動に基づく改定 

事業期間内における物価変動や公共工事労務単価等の変動に伴うサービス対価の改定

は原則行わない。 

②消費税法変更に基づく改定 

消費税法が変更された場合、改正日以降のサービス対価は、新たな消費税法による消

費税率に基づいて算出する。 

 

３ 選定事業者の事業契約上の地位 

交通局の承諾がある場合を除き、選定事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・

担保提供その他処分してはならない。 
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4 契約保証金 

(1) 契約保証金として，本事業に係る費用の 10%以上の金額を事業契約締結時に納付するこ

と。 

(2) 契約保証金の納付に代えて，次の方法も可能とする。 

① 契約保証金が免除される場合 

市を被保険者とする履行保証保険契約の締結（履行保証保険契約に係る保証証券を市

へ提出すること。） 

   ② 契約保証金納付に代わる担保を提供する場合 

    ア 保証金に代わる担保となる有価証券等の提供（額面金額の 80%に相当する金額が上

記(1)に規定する契約保証金額以上であることを要する。） 

イ 本事業の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は保証事業会社の保

証 

(3) 契約保証金又はその代替となるものは，本件契約期間の終了後に返還する。 

(4) 履行保証保険付保の場合は，複数の保険の付保も可とし，保険期間は複数の保険の保険

期間によって契約締結日から本事業終了時までを満たし，その間に空白期間がないものと

する。これらの付保により，上記(1)に規定する契約保証金額以上が保証されることを要

する。なお，履行保証保険付保については，代表企業名での付保とすることとする。 

 

５ 履行義務と違反に対するペナルティ 

（１）履行義務について 

総合評価においては、評価の対象となる技術提案等は落札者決定の要素の一つであ

り、競争入札の公平性を確保するため、原則として選定事業者の提案した技術提案は

評価された内容だけでなく、全ての内容が履行義務となる。ただし、交通局が適切で

ないと認めた項目については、この限りではない。  

 

（２）履行義務違反に対するペナルティ 

履行義務となる項目については、履行状況の検査を行う。この場合において当該項

目が不履行である時、選定事業者は交通局に書面により不履行となった理由を提出す

ることとする。  

不履行の理由が選定事業者の責によると認められるときは、神戸市交通局委託契約

約款に定めるもののほか、下記のペナルティを与える。 

（違反項目） 

・技術提案内容を交通局の承諾を受けずに実施しなかった場合 

（ペナルティ） 

・神戸市指名停止基準要綱に定める期間の指名停止 
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第６ その他 

 

１ 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報は、適宜、交通局ホームページにおいて公表する。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a87259/119829525720.html 

２ 入札説明書等に関する問い合わせ 

問い合わせは次の連絡先へのみ行うこととし、地下鉄駅等へ直接問い合わせないこと。 

・担当  神戸市交通局高速鉄道部運輸課 

・住所  〒654-0154 神戸市須磨区中落合２－３－１（名谷業務ビル２階） 

・電話  078-791-1465   

・E-mail eki_enkaku@city.kobe.lg.jp 

 

 

 

 


